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こどもからお年寄りまで笑顔があふれ
　　　　　　　　　未来に希望のもてるまちづくり

・高等養護学校生徒がボランティア活動　公共施設の花壇整備を実施
・老人クラブ連合会　国道沿いをマリーゴールドで彩る
・田中学園と雨竜小で合同田植え体験学習
・小中学生が清掃活動　ごみを拾って街をきれいに
・子どもたちに本をプレゼント　ブックスタート事業を実施
・雨竜沼湿原と南暑寒岳の山開き　登山者の安全を祈願
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　老人クラブ連合会（笹野博会長）が６月３日、追分市
街の国道沿いにある花壇18カ所の整備を実施しました。
　30人が参加し、花壇周辺の雑草取りや土起こし、マ
リーゴールドの花苗を432株移植し、景観づくりに取
り組みました。
　笹野会長は「国道沿いに花があると気持ちが和むと思
います。これからもできる範囲で環境美化に取り組んで
いきたいです」と話していました。

老人クラブ連合会
国道沿いをマリーゴールドで彩る

　雨竜高等養護学校では、授業で育てた花を公共施設に
飾り、きれいな街並みをつくる活動を毎年行っています。
　５月23日には２年生31人が公民館、いきいき館、
パークゴルフ場の花壇の土を耕して整地と印付けを行い、
５月29日に１年生24人が花の苗植えをしました。苗は
農業科で種から育てたもので、ペチュニアやサルビアな
ど５種類の苗を約720本植えました。
　木工科１年の谷川昊汰さんは「土を均一にならしたり、
穴の深さを測る作業が難しかったです。まちの人にきれ
いになったな、と思ってもらえたら嬉しいです」と話し
ていました。

高等養護学校生徒がボランティア活動
公共施設の花壇整備を実施

　学校法人田中学園立命館慶祥小学校と雨竜小学校の合
同田植え体験学習が、６月11日に町実証圃場で行われ
ました。
　田中学園からは３年生の児童51人が訪れ、雨竜小学
校の４年生14人、５年生12人と一緒にひとつひとつ丁
寧に苗を植えました。
　田中学園３年生のベナルーシュ栄力さんは「お米の大
切さを感じながら植えました」と話し、雨竜小５年生の
野原大幹さんは「泥に足を入れたときが気持ちよかった
です。お手伝いしてくれたみなさんありがとうございま
す」と感謝を伝えました。

田中学園と雨竜小で合同田植え体験学習
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　小学生と中学生の児童生徒が交流することで良好な人
間関係を育成することと地域の環境美化を目的に、雨竜
小・中学校合同（小学生75人・中学生53人）による町
内清掃活動「クリーン作戦」が６月18日、市街地周辺
や国道沿いなどで行われました。
　中学生は先輩としてリーダーシップを発揮し、小学生
は中学生を手本に協力して清掃活動に励みました。
中学３年生の橋本昊さんは「街をきれいにすることがで
きました。一緒に活動することで小学生と中学生の仲が
深まったと思います」と話していました。

小中学生が清掃活動
ごみを拾って街をきれいに

　雨竜沼湿原と南暑寒岳が６月23日に山開きを迎え、
同日にゲートパークで行われた登山安全祈願祭には関係
者ら18人が出席し、シーズン中の登山者の安全を祈り
ました。
　町観光協会の池田洋一会長は「今年はラムサール条約
湿地登録の20周年記念を迎えます。観光協会でイベン
トを企画しているので、多くの皆様に来てもらい、楽し
んでもらいたいです」とあいさつしました。
　また、白川町長は「これからの観光シーズンでたくさ
んの方に来ていただいて、雨竜町の街のほうにもぜひ、
足を運んでもらえれば。山の事故・道中の事故がないこ
とを願っています」とあいさつしました。

雨竜沼湿原と南暑寒岳の山開き
登山者の安全を祈願

　日常生活での読書週間の定着を目的として、５歳児４
人、小学１年生８人、中学１年生17人を対象に各年齢
層向けブックスタート事業を実施しました。
　６月20日には保育園、23日には小・中学校で町教育
委員会より、５歳児にはやさしい言葉の選び方が身につ
く絵本、小学1年生には遊びながら漢字の成り立ちや使
い方が学べる絵本、中学生には身の回りにある「なぜ？」
「どうして？」を考える本が贈られました。

子どもたちに本をプレゼント
ブックスタート事業を実施
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６月13日
高等養護学校
体育大会

５月24日
中学校　
体育大会

６月８日
小学校　
大運動会
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６月13日
高等養護学校
体育大会

５月24日
中学校　
体育大会

　４月30日退任された遠藤清明前農業委員の後任とし
て６月17日付けで小山武さん（５町内）が農業委員に
任命され、６月25日に白川町長より任命書が交付され
ました。

農業委員に小山武さんが任命

　令和５年３月までの18年間、鳥獣保護監視員として
鳥獣保護区に指定されている雨竜沼湿原内などでパト
ロール活動を続けられた長原廣幸さん（３町内）に環
境省自然環境局長から感謝状が贈られ、５月29日に空
知総合振興局保健環境部くらし・子育て担当部長より
伝達されました。

長原廣幸さんに感謝状
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国民健康保険のお知らせ

◆ 令和７年度国民健康保険税率
　令和７年度の国保税については、賦課限度額の医療分と後期分が引き上げられています。

軽減後
の額

世帯全員（世帯主及び国保加入者）
の前年所得の合計額 均　等　割 平 等 割

平等割特定世帯
（１～５年目） （６～８年目）

７割 43万円＋10万円×（給与又は年金所
得者の数－１）以下の場合

医療
介護
後期

7,500円
2,400円
2,700円

7,200円
1,950円
2,550円

3,600円
-

1,275円

5,400円
-

1,912円

５割
43万円＋（30.5万円×国保加入人数
＋10万円×（給与又は年金所得者の
数－１）以下の場合

医療
介護
後期

12,500円
4,000円
4,500円

12,000円
3,250円
4,250円

6,000円
-

2,125円

9,000円
-

3,187円

２割
43万円＋（56万円×国保加入人数＋
10万円×（給与又は年金所得者の数
－１）以下の場合

医療
介護
後期

20,000円
6,400円
7,200円

19,200円
5,200円
6,800円

9,600円
-

3,400円

14,400円
-

5,100円

お問い合わせ　出納室税務会計担当　窓口 3　☎77-2246　（国保税関係）
住民課保健担当　窓口 6　☎77-2212　（医 療 関 係）

医 療 分 介 護 分 後 期 分 合 計

所 得 割 7.5％ 2.0％ 2.5％ 12.0％

均等割（被保数）
（未就学児分）

25,000円
（12,500円）

8,000円
（－）

9,000円
（4,500円）

42,000円
（17,000円）

平等割（世帯） 24,000円 6,500円 8,500円 39,00円

賦 課 限 度 額 660,000円 170,000円 260,000円 1,090,000円

◆ 税の軽減措置（令和７年度は５割、２割軽減が拡大されます。）

【特例措置】
　●社会保険などの被保険者（国保組合は除く）から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養
　　者（65～74歳）が国民健康保険に加入する場合
　　　　所得割が当分の間免除され、資格取得後２年間均等割が半額となり、さらに被保険者が１人の方は平
　　　　等割も半額になります。

◆ 国民健康保険税の特別徴収（年金天引き）について
　●世帯内の国保被保険者全員が65歳以上で75歳未満の世帯主（擬制世帯を除く）で、次の条件を満たす方
　　　　年額18万円以上の年金（担保にしていないものに限る）を受給し、国保税と介護保険料との合算額が
　　　　年金額の１/２を超えていない方は特別徴収（年金天引き）となります。

■健康保険証・資格確認書・資格情報のお知らせの更新について
　お手元の健康保険証等の有効期限が７月31日に満了となります。
　新しい資格情報書類は、７月下旬頃に郵送します。

●マイナ保険証をお持ちの方
　⇒「資格情報のお知らせ」を送付します。医療機関受診の際は、マイナ保険証を利用してください。
　届いた「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証と併せてお持ちください。
●マイナ保険証をお持ちでない方
　⇒「資格確認書」を送付します。今までの健康保険証と同じようにお使いください。

■国民健康保険税について

※未就学児分の均等割は、２分の１になります。
※給与収入は55万円以上、年金収入は65歳未満で60万円以上、65歳以上で125万円以上の方が対象。
※介護分は、40～64歳の方を含む世帯が対象。
※平等割特定世帯…国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する方のいる国保世帯で、昨年度まで税の軽
　　　　　　　　　減を受けている世帯。

国保の方で社会保険に加入した方、または社会保険を脱退した方は、必ず国保の届出をしてください。
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各種医療費受給者証のお知らせ
　雨竜町では重度心身障害者、ひとり親家庭等の父母及び児童、乳幼児等の医療費の一部助成をしています。助成を受
けるためには申請が必要です。対象となる方へは次の①～③の受給者証を交付します。

【お問い合わせ】住民課保健担当（窓口6）　☎77-2212（直通）

◎医療機関にかかるとき
道内の医療機関で受診した場合は、保険資格がわか
るものと一緒に上記「受給者証」を提示してください。
道外で受診した場合は、窓口でいったん医療費を支
払っていただき、その後、役場窓口で申請すること
により、本来助成される金額の払い戻しをいたしま
す。

■対象者　健康保険に加入している０歳から18歳までの子で、雨竜町内に住民登録がある子

■対象者：次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳１級、２級、３級
　（３級は内部障がいのみ）をお持ちの方
・重度の知的障がいと判定された方
・精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方
※精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方は、
　通院に要する医療費のみが下記助成の対象で
　す。

■対象者：次のいずれかに該当する方
・18歳までの子を扶養または監護している
　配偶者のいない方（ひとり親の方）とその子
・両親の死亡等により他の家庭で扶養されている
　18歳までの子
※子が在学中で親に扶養されている場合は、
　20歳の誕生月まで
※ひとり親の方は入院、指定訪問看護に要する医
　療費のみが下記助成の対象です。

〈①重度心身障害者医療費受給者証（緑色）〉 〈②ひとり親家庭等医療費受給者証（黄色）〉

　■助成内容　　【町民税非課税世帯の方】医療費の自己負担が初診時一部負担金のみになります。
 　　　　　【町民税課税世帯の方】医療費の自己負担が１割になります。
　　　　　　　　【自 己 負 担 限 度 額】通院　月額18,000円（年間上限 　144,000円）　
　　　　　　　　　　　　　　　　 通院+入院　月額57,600円（多数回該当　44,400円）　

※①、②の受給者証をお持ちの方で、受給者本人または生計を維持されている方の前年所得が
　一定額以上の場合は、医療費助成の対象となりません。　　　　　　　　　　　　　　　　

（ ）

〈③乳幼児、児童及び生徒医療費受給者証（白色）〉

■助成内容　保険適用医療費を全額助成します。（ただし、文書料や入院に伴う部屋代等は助成の対象になりま
　　　　　　せん。）

◎届出が必要なとき
次の場合、届出が必要となりますので、保険資格が
わかるもの、受給者証をお持ちのうえ窓口へお越し
ください。
・町外へ転出したとき、住所・氏名を変更したとき、
　健康保険資格が変わったとき
・受給者証を紛失、破損したとき

◎受給者証の更新のお知らせ
現在お持ちの受給者証が７月末で有効期限を迎えます。原則として、更新の申請は必要ありません。
前年の所得などを確認し、８月以降も医療費助成の対象となる方には、新しい受給者証を７月下旬に郵送します
ので、お手元に届きましたら、お持ちの受給者証と差し替えて、８月１日からご使用ください。

７月末までに新しい受給者証が届かない場合はお問い合わせください。
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保険料の納め方は、原則「年金天引き」です。(申し出によって「口座振替」も可能)
ただし、次の（１）～（３）のいずれかに該当する方は「年金天引き」の対象となりません。
「納付書」または「口座振替」にてお納めください。
※社会保険料控除は、「年金天引き」の方は本人に、「口座振替」の方は口座名義人に適用されます。

※ご注意※
国民健康保険料（税）の口座振替は自動
継続されません。
再度、住民課保健担当へ申し出を行って
ください。

◆ 保険料のお支払い方法

○１年間の保険料の上限額は、80万円になります。
○年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費（公的年金等控除や給与所得控除額など）を引いたものです。
※前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

●軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
●被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
●65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。

◆ 保険料の軽減

※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円（65歳未満）、125万円（65歳以上）を超える方

＋ ＝

 ■７月に保険料額をお知らせします

≪保険料の計算方法≫

対象者の所得要件
（世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定の所得額）

均等割の軽減割合

令和７年度

43万円＋10万円×（給与所得者数－１） ７割

43万円＋（30万５千円×世帯の被保険者数）＋10万円×（給与所得者数－１） ５割

43万円＋（56万円×世帯の被保険者数）＋10万円×（給与所得者数－１） ２割

均等割
【一人あたりの保険料】

５２，９５３円 ×１１．７９％

所得割
【本人の所得に応じた額】

（令和６年中の所得－最大４３万円）

１年間の保険料
【限度額８０万円】

（１００円未満切り捨て）

後期高齢者医療制度のお知らせ
～  令和７年度の保険料のお支払いと　　　　　　　　　
　　　　　保険証及び資格確認書の一斉更新について  ～

●この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、
　制度加入から２年を経過していない期間のみ均等割が５割軽減となります。（52,953円→26,476円）
※被用者保険とは、協会けんぽ等、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険
　等は含まれません。

令和７年度の保険料につきましては、７月に個別にお知らせします。

① 均等割の軽減（年額）

② 被用者保険の被扶養者だった方の軽減

（１）介護保険料が「年金天引き」されていない方
　　 （年金額が年額18万円未満の方）
（２）介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、
　　 介護保険料が天引きされている年金受給額の半分を超える方
（３）新たに制度に加入された方の半年の期間
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お問い合わせ

　　北海道後期高齢者医療広域連合　　　　　　　　雨竜町役場住民課保健担当　窓口6
　　　☎０１１－２９０－５６０１　　　　　　　　　☎７７－２２１２

　現在、ご使用の水色の保険証又は黄緑色の資格確認書
の有効期限が令和７年７月31日をもって満了となるた
め、８月以降は使用できなくなります。

◆水色の保険証をお持ちの方
　下記「黄緑色の資格確認書をお持ちの方」以外の者

◆黄緑色の資格確認書をお持ちの方
　・令和６年12月２日の保険証廃止後に資格取得した方
　・令和６年12月２日の保険証廃止後に住所変更や負担
割合が変更となった方

 ■保険証又は資格確認書の有効期限が切れます

保険証

　現在、ご使用の水色の保険証又は黄緑色の資格確認書の有効期限満了後には、代
わりとなる黄緑色の「資格確認書」を交付します。
　新しい「資格確認書」は、令和７年８月１日から令和８年７月31日までご使用い
ただけます（お手元に届いてすぐにはご使用できません）。
　なお、今回交付する「資格確認書」は、健康保険証の利用登録をしたマイナンバー
カード（以下、「マイナ保険証」という。）の保有状況に関わらず、令和8年7月末ま
で暫定的な運用として一律で全被保険者へ交付します。
　医療機関等を受診する際に「資格確認書」を提示することで、これまでの保険証
と同様にお使いいただけます。一方で、マイナ保険証には様々なメリットがありま
すので、マイナ保険証をお使いになれる方は、ぜひマイナ保険証をご利用ください。

 ■黄緑色の「資格確認書」を交付します（色変更なし）

資格確認書

　資格確認書の①限度区分、②長期入院該当日、③特定疾病区分については、本人の希望に基づいて、申請により併記
することが可能です。
　なお、過去に「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「限度額適用認定証」が交付されていた方は、①②がすでに
併記されていますが、本人の希望により申請していただくことで資格確認書に記載しないことも可能です。

 ■「資格確認書」に限度区分等を記載することができます

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 または
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　むし歯や歯周病は、口の中だけではなく、糖尿病や心
臓疾患、認知症など全身の病気と関連しています。日
頃からお口のケアに取り組み、歯の健康を守ることは、
様々な病気や障害の予防につながります。

歯科健診ではどんなことをするの？
●むし歯のチェック　　●歯周病のチェック
●歯列や噛み合わせのチェック
●その他、異常な歯のすり減りやあごの動き・痛み、
ドライマウス、入れ歯の状態などのチェックを
行います。
●歯やお口のケアに関する相談ができます。
　また、歯の汚れや歯ぐきの状態に合わせて、む
し歯、歯周病予防に向けた歯みがきや生活習慣
のアドバイスを行います。

【対 象 者】　20歳以上の町民の方
【実施期間】　通年（※年度内に１人１回受診可能です）
【受診場所】　雨竜町第８町内　さいとう歯科　
【持 ち 物】　住所が確認できるもの（保険証、免許証
　　　　　　など）

【申 込 先】　さいとう歯科　℡77-2088　に直接ご予約
　　　　　　ください。
お問い合わせ　住民課保健担当　℡７７－２２１２

健診終了後の翌月にUPカードの50
ポイント券を自宅にお届けします。

　令和７年５月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名（フリガナ）が追加されることになり
ました。この日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名の通知が、原則として戸籍の筆頭者宛に
送付されます。
　雨竜町に本籍のある方には7月中に通知（ハガキ）が送付される予定です。
　通知の振り仮名が正しいときには、届出をする必要はありません。
　通知のとおり戸籍に記載されます。通知された振り仮名に誤りがある場合は届出をしてください。
　なお、振り仮名の届出には手数料は一切かかりません。
　また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
　振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することは
　ありませんので、詐欺等にご注意ください。
　戸籍の振り仮名制度について、詳細は法務省ホームぺージでご案内しています。

　 戸籍　　フリガナ　　　　　　https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/

【お問い合わせ】　住民課福祉生活環境担当　☎７７－２２１２

～ 雨竜町に本籍のある方には７月中に通知が送付されます ～

戸籍にフリガナが記載されます！

◎振り仮名の通知が届いたら必ず確認してください

　北海道では、子育てにやさしい環境づくりの推進のた

め、協賛店舗で特典カードを提示することにより、様々

な特典サービスを受けられる取組を実施しています。

　これまで、道内にお住まいの妊娠中の方、小学校６

年生までのお子さんのいる世帯を対象としていました

が、令和７年７月から18歳（18歳に達した後、最初

の３月31日を迎えるまで）以下のお子さんがいる世帯

にまで対象が拡大されます。

　特典カードは、住民課保健担当の窓口にて配布してい

ますので、配布を希望される方はお子さんの年齢が分

かるもの（健康保険証等）を持参の上、お越しください。

※特典カードは１世帯につき１枚の配布となります。

※対象範囲や特典サービスについては、協賛店舗によ

り異なります。

　詳細は北海道HPにてご確認ください。

【お問い合わせ】住民課保健担当　☎７７－２２１２

（北海道HP）

無料歯科健診のお知らせ 「どさんこ・子育て特典制度」の
拡大実施について
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令和６年度
実績中山間地域等直接支払制度に係る認定集落協定の概要中山間地域等直接支払制度に係る認定集落協定の概要

目的
　農業生産条件の不利な地域における農業生産活動を継続するために、
生産性・収益性の向上や担い手の育成など、将来に向けた前向きな取
組を促す仕組みとして実施され、令和２年度から令和６年度まで第５
期対策が実施されています。

交付単価
■急傾斜（1/20以上）　21,000円/10a
■緩傾斜（1/100以上～1/20未満）　8,000円/10a

集落における活動内容
１）農業生産活動等としての取組
　■耕作放棄の発生防止、水路・農道の管理活動
　■農村環境の整備（公共施設等の花壇整備、景観作物の作付など）
２）農業生産活動等の体制整備としての取組
　■農用地保全マップ活動の実践
　　（保全マップの作成、農道補修・整備活動など）
　■生産性・収益性の向上
　　（共同作業の実施[防除・土壌改良など]、共同機械の購入など）
　■担い手の育成
　　（農作業の委託、研修会の開催など）
　■集団的かつ持続可能な体制整備
　　（農業支援の体制整備、耕作放棄の発生防止）
３）生産性向上加算
　■リモートセンシング技術の有効活用
　　ドローン搭載のカメラでほ場を撮影し、各ほ場の生育状況を見え
　　る化。
　　画像解析により生育状況を把握し、施肥設計や栽培管理等に役立
　　てています。

集落全体
■11集落　149人　　　　■交付金額　116,035千円
■協定面積　1,083.30ha
　（急傾斜177.52ha、緩傾斜905.78ha）

令和６年度
実績多面的機能支払制度に係る認定組織の概要多面的機能支払制度に係る認定組織の概要

目的

　農業・農村には、洪水や土砂崩れの防止、自然環境の保全、美しい
風景の形成などの様々な働き（多面的機能）があります。この多面的
機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動を支援し、地域資源の
適切な保全管理や担い手への農地集積など、将来に向けた農業生産活
動を継続する前向きな取組を促す仕組みとして実施されています。

交付単価

■農地維持支払（田）2,300円/10a
　　　　　　　 （畑）1,000円/10a
■資源向上支払（田）1,920円/10a（５年以上継続の田1,440円/10a、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加算措置有）
　　　　　　　 （畑）　 480円/10a（５年以上継続の畑  360円/10a）
　※畑については面積要件あり

組織における活動内容

１）共同活動による農地維持等としての取組
　■耕作放棄の発生防止、水路・農道の管理、基礎的な保全活動
　■農村の構造変化に対応した体制整備、管理構想の作成など
２）共同による資源向上活動等としての取組
　■水路・農道・ため池の軽微な補修
　■植栽による景観形成など
　■農業用施設の長寿命化活動など

集落全体

■７ 組 織　251人
■交付金額　125,263千円
■協定面積　3,185.92ha お問い合わせ　産業建設課農政林務担当　☎77-2213

集落別交付額

集　 落 　名 参加者数 集落協定面積(ha) 交付額(千円)

川 上 12 128.18 13,243

洲 本 11 72.51 8,976

面 白 内 10 51.59 6,031

牧 岡 24 315.08 39,454

1 8 区 23 145.71 13,465

豊 里 24 170.06 14,433

渭 の 津 11 81.66 8,765

新 生 13 51.45 5,977

黎 明 8 15.29 1,223

東 栄 4 12.05 1,291

川 向 9 39.72 3,177

計 149 1,083.30 116,035

組織別交付額

組　 織 　名 構成員数 組織認定面積(ha) 交付額(千円)

南盛地域資源
保 全 協 力 会

42 512.35 20,391

東栄地域資源
保 全 協 力 会 27 388.34 15,456

西 地 域 資 源
保 全 協 力 会 39 300.26 11,950

中央地域資源
保 全 協 力 会 40 459.48 18,287

北友地域資源
保 全 協 力 会 41 575.96 22,857

川上地域資源
保 全 協 力 会 17 184.03 6,321

本牧地域資源
保 全 協 力 会 45 765.50 30,001

計 251 3,185.92 125,263

←協定農用地の将来像について、
アンケート及び協定参加者で話
合いを行いました。その内容が

「地域計画」に反映され令和６
年度で第５期対策が終了し、令
和７年度から第６期対策がスタ
ートしています。
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夏の各種がん検診申込開始します！
○早期発見、早期治療のためには検診がとても大切です。健康維持のため、定期的にがん検診を受けましょう！
○乳がん、子宮がん検診の際にオプションでエコー検査（自己負担あり）も受けられます。人数制限がありますのでお
　早めにお申し込みください。

胃がん検診 大腸がん検診 乳がん検診 子宮がん検診

日時
場所

８月27日（水）７時00分～　公民館 ８月22日（金）８時30分～　いきいき館
今年度から夏・冬ともに公民館のみでの実施となり
ます。

乳がん検診定員：60名の先着順です。
お早めにお申込ください。

対象
30歳以上 40歳以上 20歳以上

※年に１度の受診をお勧めします。
※２年に１度の受診間隔のためＲ６年度に受けてい

ない方が対象となります。　　　　　

内容

問診
胃部Ｘ線検査
（バリウム使用）
※ピロリ菌検査（便検査）
希望者は、自己負担3,740
円

問診
便潜血検査
（便の中の血液の有無を
調べる検査）

問診
マンモグラフィ検査（乳
房Ｘ線）
※エコー検査希望者は、
自己負担5,665円

問診
頸部細胞診
※エコー検査希望者は、
自己負担1,540円

検査費用 無　料（本来であれば、がん検診費用3,000円～7,000円程かかります）

申込先 住民課窓口・電話で申込ができます　　住民課保健担当　電話 77－2212
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滝川市立病院（内科・外科）
滝川市大町2丁目2番34 ☎22ｰ4311
滝川脳神経外科病院（外科）
滝川市西町1丁目2-5 ☎22ｰ0250
上記以外のお問い合わせ先
当番病院案内ダイヤル
☎22ｰ2299
またはかかりつけ医にご確認ください。
滝川地区広域事務組合のホームページに
も休日夜間当番医が掲載されています。
http://takifire.com/other/touban/

休日・夜間の急病相談家庭ごみ収集日程表　7/10～8/10

燃やせるごみ 生ごみ その他

市街地区東 7/16、23、30、8/6

7/11、15、18、22、
25、29、8/1、5、8

燃やせないごみ� 7/21 
資源ごみ� 7/17 
粗大ごみ� 7/14

市街地区西 7/10、17、24、31、
8/7

燃やせないごみ� 7/26 
資源ごみ� 7/18 
粗大ごみ� 7/19

農村地区東
【ステーション】 
7/16、23
【戸別】 
7/28、8/4 【ステーション】 

7/11、15、18、22、
25、29、8/1、5、8

燃やせないごみ� 7/21 
資源ごみ� 7/24 
粗大ごみ� 7/14

農村地区西

【ステーション】 
7/17、24
【戸別】 
7/12、8/2、9

燃やせないごみ� 7/26 
資源ごみ� 7/25 
粗大ごみ� 7/19

7/10
木

おいでサロン
10：00～12：00（公民館）
ボランティアカフェ
13：00～17：00（公民館）

11
金

心配ごと相談日
13:30～15：00（公民館）
ひきこもり家族交流会
13：30～15：30
（滝川市まちづくりセンター）

12
土 ［外科系当番］滝川脳神経外科

13
日 ［外科系当番］滝川市立病院

14
月

15
火

さわやか健康クラブ
10：30～12：00（いきいき館）

16
水

うりゅうキッズクラブ
10：00～11：00（いきいき館）

17
木

おいでサロン
10：00～12：00（公民館）
ボランティアカフェ
13：00～17：00（公民館）
巡回無料法律相談
13：00～16：00（公民館）

18
金

19
土 ［外科系当番］滝川市立病院

20
日 ［外科系当番］滝川脳神経外科

ご不明な点は住民課福祉生活環境担当までお問い合わせください。

町民カレンダー
Calendar  July-August

健康スケジュール・休日夜間在宅医・イベントなど総合情報カレンダーです。

21
月 ［外科系当番］滝川市立病院

22
火

おいでサロン
10：00～12：00（公民館）

23
水

オンライン体操
14：00～15：00（公民館）

24
木

おいでサロン
10：00～12：00（公民館）
ボランティアカフェ
13：00～17：00（公民館）

25
金

介護予防教室
13：30～15：30（いきいき館）

26
土 ［外科系当番］滝川脳神経外科

27
日

［外科系当番］滝川市立病院
うりゅうこどもまつり
12：00～14：00（公民館）

28
月 いきいき館浴室定休日

29
火

30
水

ふまねっと教室
10：00～12：00（公民館）

31
木

固定資産税第２期納期限
国民健康保険税第１期納期限
ボランティアカフェ
13：00～17：00（公民館）
乳児・1歳6か月児・3歳児・5歳児健診 
受付11：30～12：00（いきいき館）

8/1
金

2
土

［外科系当番］滝川市立病院
うりゅう特産品フェア
9:00～12:00（野菜集出荷施設）
札幌交響楽団雨竜公演
15:00～（農村環境改善センター）

3
日 ［外科系当番］滝川脳神経外科

4
月

5
火

おいでサロン
10：00～12：00（公民館）
優良運転者免許更新時講習
受付17：30（公民館）

6
水

追分サロン
10：00～12：00（追分コミセン）
介護予防教室
13：30～15：30（いきいき館）

7
木

おいでサロン
10：00～12：00（公民館）
ボランティアカフェ
13：00～17：00（公民館）
日本ハムファイターズキッズサマー
キャンプin雨竜
（スポーツセンターグラウンド）

8
金

心配ごと相談日
13:30～15：00（公民館）
日本ハムファイターズキッズサマー
キャンプin雨竜
（スポーツセンターグラウンド）

9
土 ［外科系当番］滝川脳神経外科

10
日 ［外科系当番］滝川市立病院

7月 ▼8月
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● 全体 2,009人 （＋2）
男性 970人 （±0）
女性 1,039人 （＋2）

● 世帯 1,032世帯（＋2）
６月30日現在
※（　）内は前月比

■人口

暮らしの情報
information

お知らせ

問…問い合わせ先

682件　11,167,000円
（今年度累計　５月31日現在）

■ふるさと納税

金婚式を迎えられるご夫婦へ
問 住民課福祉生活環境担当　☎77-2212

　町では、結婚50年を迎えられるご夫
婦に記念品を贈呈し、お祝いしていま
す。本年対象となる方は、昭和50年以
前に結婚されたご夫婦です。
　対象となる方は、８月４日（月）まで
にご連絡ください。
　なお、記念品はご自宅へお届けしま
す。

心配ごと相談・行政相談・介護保険月例相談
問 住民課福祉生活環境担当　☎77-2212

　民生児童委員・行政相談委員・人権
擁護委員・介護保険オンブズパーソン
が対応します。心配ごと等のある方は
お気軽にご相談ください。
▶日時　８月８日（金）　13:30～
▶場所　公民館

自衛官募集案内
問 自衛隊旭川地方協力本部
　 ☎0166-55-0100

〇自衛官候補生
▶資格　日本国籍を有し、採用予定月
の１日現在18歳以上33歳未満の男女
▶受付期間　年間を通じて受付を行っ
ております。
▶試験日　８月24日（日）、25日（月）い
ずれか１日
▶会場　陸上自衛隊旭川駐屯地

空知総合振興局管内
町職員採用資格試験
問 総務課総務担当　☎77-2211
　 空知町村会事務局 ☎0126-20-0195

　令和８年度空知総合振興局管内町職
員（一般事務職の上級・初級）採用資
格を次の日程で行います。
▶試験日　９月21日（日）
▶試験会場　岩見沢平安閣（岩見沢市）
▶受付期間
７月１日（火）～８月１日（金）
〇受験資格
▶上級　平成10年４月２日から平成16
年４月１日までに生まれた者
▶初級　平成16年４月２日から平成20
年４月１日までに生まれた者
▶申込方法　「試験案内」と「申込書」
は、雨竜町ホームページからダウンロ
ードすることができます。また、雨竜
町役場総務担当窓口および空知町村会
事務局で配布しています。

令和８年度滝川地区広域消防事務組
合職員募集について
問 滝川地区広域消防事務組合消防
　 本部総務課　☎23-0119

▶職種　消防職
▶採用予定人数　若干名
▶採用予定　令和８年４月１日
▶受験資格
①平成12年４月２日～平成20年４月１
日までに生まれた方で、最終学歴が高
等学校卒業見込み以上の方
②普通自動車運転免許（AT限定不可）
を取得（見込みも含む）の方
▶受験の手続　　
願書受付期間　令和７年７月11日（金）
から同年８月８日（金）必着
持参の場合、平日８時30分～17時15分
まで受付

中学３年生が議会を傍聴

　雨竜中学校３年生20人が社会科
（公民）の授業で６月17日に開か
れた第２回雨竜町議会定例会を傍
聴し、町政や議会の仕組みについ
て学びました。

献血にご協力お願いします
問 北海道赤十字血液センター旭川
　 事務所　☎0166-76-6451
　 住民課保健担当 ☎77-2212

　全国で毎日約14,000人の方からの献
血のご協力が必要です。尊い命を救う
ために、皆様のご理解とご協力をお願
いいたします。
▶実施日　７月23日（水）
①新雨竜第一病院前　12:30～13:30
②雨竜町役場前　　　15:00～16:30
※きたそらち農協雨竜支所前と雨竜高
等養護学校前は実施しません。
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熱中症警戒アラートを活用しよう！
問 札幌管区気象台
　 ☎011-676-5025

　今年の夏も暑くなることが予想され
ていますが、これからの時期で特に注
意しなければならないのが「熱中症」
です。
　熱中症の予防対策の参考にしてほし
い情報として「熱中症警戒情報（熱中
症警戒アラート）」があります。
　「熱中症警戒アラート」は、熱中症
の危険性が極めて高いと予想される日
の前日午後５時頃及び当日午前５時頃
に、気象庁と環境省が共同で発表して
暑さへの「気づき」を呼びかける情報
です。「熱中症警戒アラート」が発表
された場合は、適切にエアコン等を使
用し、こまめな休憩や水分・塩分の補
給をしましょう。
　また、環境省では、熱中症救急搬送
者数の大量発生を招くおそれがある場
合に「熱中症特別警戒情報（熱中症特
別警戒アラート）」を発表します。そ
の際は、気象庁も高温となる気象状況
と見通しを伝えますので、最新の気象
情報もご確認ください。

〇第４回危険物取扱者試験
▶試験日　９月７日（日）
▶試験地　札幌市・苫小牧市ほか
▶試験の種類　甲種、乙種（第１～６
類）、丙種
〇第４回消防設備士試験
▶試験日　９月７日（日）
▶試験地　苫小牧市
▶試験の種類　甲種特類、甲種（第１
類～５類）、乙種（第１～７類）
●共通事項
▶願書受付期間　７月28日（月）～８月
４日（月）まで（書面・電子申請）
▶願書提出先　（一財）消防試験研究
センター北海道支部
※願書は最寄りの消防署にお問い合わ
せください。

夏休み子ども工作教室の開催について
問 スキルアップセンター空知
　 ☎24-1880

▶日時　８月８日（金）
午前の部　9:00～11:50
午後の部　13:00～15:50
▶参加費　全コース無料
▶内容　①銅板ネームプレートの作成
②太陽光で動くロボットの組み立て
▶対象者　
中空知管内の小学校４～６年生
▶会場　スキルアップセンター空知
▶募集期間　
７月10日（木）～７月24日（木）
▶申込方法　ご希望の方はセンターへ
ご連絡ください。
※内容は変更することがあります。

花・野菜技術センター公開デー
問 花・野菜技術センター　平澤
　 ☎28-2800

　花・野菜技術センターの研究成果の
紹介、ほ場見学、花・野菜に関するク
イズ、園芸相談、農産物販売などを実
施するイベントです。たくさんの方の
ご来場をお待ちしております。
▶日時　８月７日（木)　9:30～正午
▶場所　滝川市東滝川735番地

消防署からのお知らせ
問 滝川消防署江竜支署
　 ☎75-3119
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　庁舎前のダリアも暑さ
に負けず花を咲かせてい
ます。
　６月より庁舎内で音楽
を流しています。少しで
も来庁しやすい雰囲気に
なればと思います。
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　滝川工業高校３年生の佐藤聖敦さんが「第54回ゴーセン杯争奪ハイスクールジャパンカップソフトテ
ニス2025北北海道ブロック予選大会」の男子シングルス部門で優勝し、６月18日から開かれる全国大
会へ出場しました。
　佐藤さんは６月12日に白川町長を表敬訪問し、「全国大会にいけると思ってなかったのでびっくりし
ました。まずは１セット取りたいです」と抱負を語り、白川町長から「高校最後の年に全国大会出場を
決めるとは見事なことですね。怪我のないように頑張ってください」と激励されました。
　結果は残念ながら１回戦敗退に終わりました。
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